
○都市計画について　～関連する都市計画を決定しました～
　クリーンセンターは、都市計画法に規定されている都市施設の一つであることから、その位置を都市計画
で定めることが必要です。
　クリーンセンターの位置の他、クリーンセンター建設に関連する用途地域及び高度地区などの都市計画(案)
が、5月 29日に木津川市都市計画審議会で審議・承認され、6月 17日に都市計画決定をしました。

○建設用地について　～UR都市機構から土地を取得しました～
　UR 都市機構からクリーンセンター建設に必要な土地 ( 約 4.4 ヘクタール ) を取得することの議案を、6 月
に開催された木津川市議会に提案したところ、慎重に審議をしていただき、原案どおり可決されました。
　クリーンセンター建設用地は、UR 都市機構から取得した土地を含め約 5 ヘクタールです。このうち、約
3.5 ヘクタールを造成して、クリーンセンターを建設する予定です。

～クリーンセンターは、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です。～

　木津川市の可燃ごみは、木津川市と精華町で構成する相楽郡西部塵埃処理組合
の打越台環境センター ( 精華町内 ) で焼却処分していますが、老朽化により施設
の損傷が相当に進み、いつ停止するかわからない状態です。
　また、人口増などに伴うごみ量の増加により、打越台環境センターだけでは、可燃ごみを処理できな
いため、緊急避難的措置として、民間事業者に処理を委託しています。
　このような状況から、新たなクリーンセンターを一日も早く建設することが必要です。
　今月号は、前回に引き続き、クリーンセンター建設に向けた取り組みのうち、都市計画の決定、建設
用地の取得及び敷地造成工事の準備状況について、お伝えします。

問合せ クリーンセンター建設推進室　
☎75-1226　Fax72-3900
E-mail : clean-center@city.kizugawa.lg.jp

『木津川市廃棄物減量等推進審議会』の公募委員を募集します『木津川市廃棄物減量等推進審議会』の公募委員を募集します『木津川市廃棄物減量等推進審議会』の公募委員を募集します『木津川市廃棄物減量等推進審議会』の公募委員を募集します
　このたび、木津川市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に基づく、木津川市廃棄物減量等推進審議会の
公募委員を募集します。

市長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量や適正処理、ごみの減量施策等に関して審議をおこないます。
委嘱の日から 2年間
委員の人数は、20人以内です。（公募委員を含みます）
審議会の会議は、原則として公開によりおこないます。平成25年度の審議会は、平日の昼間3
回程度を予定しています。

①委員の仕事
②委員の任期
③委員の人数
④審議会の運営

【審議会の概要】

①公募する委員数
　公募委員数は 3人です。
　なお、応募者が多数の場合は、「木津川市廃棄物減量等推進審議会公募委員募集要領」に基づき、抽せんによ
り公募委員を定めます。

② 応募資格
　次のいずれかに該当する者は、公募委員に応募することができません。
(1) 木津川市以外にお住まいの方
(2) 平成 25年 4月 1日時点で年齢満 20歳未満の方
(3) 市職員または市議会議員
(4) 市に設置の他の附属機関の委員に委嘱されている方

③応募期間
　8月 5日（月）～ 19日（月）　午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日を除く）
※郵送の場合は、応募期間内にまち美化推進課まで到着したものに限ります。

④応募方法
　応募用紙に必要事項を記入の上、まち美化推進課、加茂支所または山城支所に応募期間内に直接持参してい
ただくか、郵送またはＥ-mail で提出してください。ファックスによる受付はおこないません。
　応募用紙は、まち美化推進課、加茂支所および山城支所に備えています。
　また、木津川市のホームページ（http://www.city.kizugawa.lg.jp）からもダウンロードできます。
※詳しくは、応募用紙とあわせてお渡しする公募委員募集要領をご覧ください。

【応募資格等】

と き
ところ
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9月 6日（金）　午後1時 30分～ 3時 30分
山城南保健所「講堂」
犬の習性およびしつけ方、犬の健康管理に
ついての講習
30人（先着順）  ※飼い犬は同伴できません。

犬のしつけ方教室
第 1回　講習会

と き

ところ
内 容

定 員
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申込・問合

その他

9 月 13 日・20 日・27 日（金）　午前 11 時
～正午　※予備日　10月 4日
山城広域振興局「木津総合庁舎テニスコート」
犬の服従心を養うための実技講習、ツケ、スワレ、
フセ、マテ、コイのしつけ方の実技講習
飼い犬同伴者  10人、飼い主のみ  20人（先着順）
市内または相楽郡にお住まいの 2 歳未満の犬
の飼い主（犬の登録が済んでおり、狂犬病予防
注射および他の混合ワクチン接種済みのこと）
8 月 12 日　午前 9 時から電話で山城南保
健所環境衛生室（☎72-4302）へ。
計4回で 1カリキュラムで、全てに参加いただきます。

第 2～ 4回　実技講習

　毎年 8月 16日のお盆に精霊流しがおこなわれます。
　木津川の環境を美しく保つため、次の場所にごみ箱（専
用コンテナ）を設置しますので、お供え物は必ず専用のご
み箱の中に分別して入れてください。
　なお、水バケツを設けますので、火のついたものは完全
に消火してからごみ箱に入れてください。絶対に火のつい
たものは入れないでください。
　また、火災などのおそれから線香立ては設置しません。
※お供え物の処理については、家庭ごみと同様の
処理になりますので、できる限り持ち帰って分
別して出してください。
※ダンボールは持ち帰り、燈篭などは分解してく
ださい。
○ごみ箱設置場所（看板設置）
・相楽中部消防署裏側 100ｍの河原
・泉大橋下流約 200ｍの河原（南岸）
・市営木津グラウンド駐車場
○ごみ箱設置期間
　8月 15日（木）・16日（金）

問合せ　まち美化推進課　☎75-1215

「精霊流し」のお供え物は決まった場所へ「精霊流し」のお供え物は決まった場所へ
　平成 28 年度中のクリーンセンターの稼動に向
けて、今年の秋頃から敷地造成工事に着手したい
と考えています。
　このため、9月末に施工業者を決定できるように、
敷地造成工事の発注作業に取り組んでいます。敷
地造成工事の施工期間は、約 1 年 6 か月の見込み
です。
　敷地造成工事に際しては、工事車両の交通安全
対策はもとより、府道や木津川に隣接する場所で
あるため、防災・安全対策に配慮して、取り組む
方針です。
　敷地造成工事の概要・工程などにつきましては、
改めて、広報等でお知らせします。

○敷地造成工事について
　～敷地造成工事の発注準備を進めています～

　クリーンセンター建設の取組は、これまでの調査・計画などの準備期間から、いよいよ工事期間に入ります。
　市民生活に必要なクリーンセンターの建設・稼動に向けまして、地元の皆さんをはじめ市民の皆さん、一
人ひとりのご理解とご協力をよろしくお願いします。

クリーンセンター建設予定地位置図

建設予定地
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